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��������������公布された教育委員会規則のあらまし

◆北海道学校職員に対して平成２５年１２月に支給する期末手当及び勤勉手当の額の特例に
係る管理職員等の範囲を定める教育委員会規則（教育委員会規則第６号）
１ 趣旨
北海道学校職員の給与に関する条例（以下「条例」という。）の改正に伴い、期末
手当及び勤勉手当の減額に係る管理職員等の区分について必要な事項を定めるため、
この教育委員会規則を制定することとした。
２ 内容
�１ 行政職給料表５級であるものに係る教育委員会規則で定める管理職員
条例附則第３９項第１号の行政職給料表５級であるものに係る教育委員会規則で定
める管理職員は、管理職手当に関する規則第２条第１項に規定する職を占める学校
職員とすることとした（第１条関係）。
�２ 行政職給料表以外の給料表の適用を受ける学校職員
ア 減額割合が９．７７％となる学校職員
条例附則第３９項第１号の行政職給料表６級以上であるもの又は５級であるもの
に相当する学校職員として教育委員会規則で定めるものは、期末・勤勉手当の役
職段階別加算額に係る加算割合（以下「加算割合」という。）が１００分の２０又は
１００分の１５である学校職員又は�１の学校職員とすることとした（第２条第１項関
係）。
イ 減額割合が８．２％となる学校職員
条例附則第３９項第２号の行政職給料表５級又は４級であるものに相当する学校
職員として教育委員会規則で定めるものは、加算割合が１００分の１０である学校職
員（�１の学校職員を除く。）とすることとした（第２条第２項関係）。
ウ 減額割合が４．６％となる学校職員
条例附則第３９項第３号の行政職給料表３級であるものに相当する学校職員とし
て教育委員会規則で定めるものは、加算割合が１００分の５である学校職員とする
こととした（第２条第３項関係）。

３ 施行期日
この教育委員会規則は、平成２５年７月１日から施行することとした。
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教 育 委 員 会 規 則

北海道学校職員に対して平成２５年１２月に支給する期末手当及び勤勉手当の額の特例に係る
管理職員等の範囲を定める教育委員会規則をここに公布する。
平成２５年６月２８日

北海道教育委員会委員長 鷹 野 正 義
北海道教育委員会規則第６号

北海道学校職員に対して平成２５年１２月に支給する期末手当及び勤勉手当の額の特例に
係る管理職員等の範囲を定める教育委員会規則

（教育委員会規則で定める管理職員）
第１条 北海道学校職員の給与に関する条例（昭和２７年北海道条例第７８号。以下「条例」と
いう。）附則第３９項第１号の教育委員会規則で定める管理職員は、管理職手当に関する規
則（北海道人事委員会規則７－２６７）第２条第１項に規定する職を占める学校職員とする。
（行政職給料表の適用を受ける学校職員に相当する学校職員）

平成２５年６月２８日
（金曜日）

第６０９７号
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第２条 条例附則第３９項第１号の行政職給料表以外の各給料表の適用を受ける学校職員で同
号に規定する行政職給料表の適用を受ける学校職員に相当する学校職員として教育委員会
規則で定めるものは、給与の支給に関する規則（北海道人事委員会規則７－２８０）別表第
２の職員の欄に掲げる職員の区分に対応する同表の加算割合（以下「加算割合」という。）
が１００分の２０又は１００分の１５である学校職員及び前条に規定する学校職員（これらのうち行
政職給料表の適用を受ける学校職員を除く。）とする。
２ 条例附則第３９項第２号の行政職給料表以外の各給料表の適用を受ける学校職員で同号に
規定する行政職給料表の適用を受ける学校職員に相当する学校職員として教育委員会規則
で定めるものは、加算割合が１００分の１０である学校職員（行政職給料表の適用を受ける学
校職員及び前条に規定する学校職員を除く。）とする。
３ 条例附則第３９項第３号の行政職給料表以外の各給料表の適用を受ける学校職員で同号に
規定する行政職給料表の適用を受ける学校職員に相当する学校職員として教育委員会規則
で定めるものは、加算割合が１００分の５である学校職員（行政職給料表の適用を受ける学
校職員を除く。）とする。
附 則

この教育委員会規則は、平成２５年７月１日から施行する。

告 示

北海道教育委員会告示第４２号
次の市町村立高等学校の学科の設置は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第４条第１項
及び同法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第２３条の規定により、平成２５年６月６日付けで、
認可した。
平成２５年６月２８日

北海道教育委員会委員長 鷹 野 正 義

平成２６年４月１日全日制の課程
地域農業科

北海道壮瞥高等
学校

壮瞥町
設置の時期課程及び学科名名 称設置者名

平成２５年６月２８日（金曜日） 北海道教育委員会公報
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第６０９７号

毎月２回発行
（購読料は、１年度分１１，７６０円（送料込み）。ただし、５月以降配布するものについては、その年度分は月割計算とする。）
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